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知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

︱
︱
『知
恩
院
史
料
集
﹄
に
見
る
御
忌
講
︱
︱

横

田

友

教

〔
抄

録
〕

法
然
上
人
の
忌
日
法
要
で
あ
る
御
忌
法
会
は
︑
現
在
の
知
恩
院
で
は
四
月

十
八
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
勤
修
さ
れ
て
い
る
︒
御
忌
期
間
中
は
多
く

の
参
拝
者
で
賑
う
が
︑
そ
の
中
に
は
地
方
か
ら
の
団
体
参
拝
の
姿
も
あ
る
︒

実
は
近
世
知
恩
院
に
お
い
て
も
︑
同
じ
よ
う
に
御
忌
法
要
に
団
体
で
訪
れ
て

い
た
組
織
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
御
忌
講
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
そ

の
存
在
自
体
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
御
忌
講
に
つ
い
て
︑﹃
知

恩
院
史
料
集
﹄
を
中
心
に
︑
そ
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
︒
研
究
を
進
め
る

と
︑
﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
﹄
に
は
二
種
類
の
御
忌
講
が
登
場
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
一
つ
は
享
保
十
七
年
ま
で
登
場
す
る
単
体
表
記
の
御

忌
講
で
︑
も
う
一
つ
は
享
保
十
二
年
か
ら
登
場
す
る
特
定
の
地
名
や
寺
院
名

を
冠
す
る
御
忌
講
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
二
種
類
の
御
忌
講
に
つ
い
て
︑

ま
ず
第
一
章
で
前
者
の
単
体
表
記
の
御
忌
講
の
実
態
に
迫
り
︑
第
二
章
で
は

後
者
の
特
定
の
地
名
や
寺
院
名
を
冠
す
る
御
忌
講
か
ら
︑
そ
の
活
動
や
規
模
︑

成
立
期
な
ど
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

団
体
参
拝
︑
御
忌
講
︑
伝
供
講
︑﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄︑
御
忌

法
会

は
じ
め
に

法
然
上
人

(
以
下
敬
称
略
)
の
忌
日
法
要
で
あ
る
御
忌
法
会
は
︑
そ
の
源
流
で

あ
る
知
恩
講
を
含
め
る
と
︑
長
い
歴
史
が
あ
り
浄
土
宗
に
と
っ
て
重
要
な
仏
事
で

あ
る
︒
現
在
の
知
恩
院
の
御
忌
期
間
中
に
は
︑
檀
信
徒
や
観
光
客
が
訪
れ
賑
わ
っ

て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
は
団
体
参
拝
の
姿
も
あ
る
︒
こ
の
団
体
参
拝
の
よ
う
な
組

織
的
な
参
拝
は
い
つ
頃
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
御
忌
法
会
は
大
永
四
年
に

後
柏
原
天
皇
よ
り
﹁
大
永
の
御
忌
鳳
詔
﹂
と
呼
ば
れ
る
鳳
詔
が
︑
知
恩
院
第
二
十

五
世
超
譽
存
牛
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
︒
し
か
し
前
近
世
の
知
恩
院
の

記
録
は
寛
永
十
年
の
大
火
に
際
し
︑
多
く
の
も
の
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る(

1
)︒
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そ
こ
で
史
料
が
残
る
近
世
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
﹄

に
は
当
時
御
忌
法
会
が
行
わ
れ
て
い
た
一
月
に
︑
御
忌
講
と
い
う
講
の
記
録
が
多

く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ま
で
も
御
忌
に
関
す
る
研
究
に
︑
伊
藤
眞
徹

氏
に
よ
る
御
忌
の
名
称
に
関
す
る
研
究(2

)や
三
田
全
信
氏
の
近
世
の
御
忌
研
究(3

)な
ど

が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
御
忌
講
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た(4

)︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
自
体
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
御
忌
講
に
つ
い
て
︑
﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
︑
御
忌
団
体

参
拝
の
淵
源
を
求
め
て
い
く
︒
な
お
︑
引
用
箇
所
中
の
棒
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の

で
あ
る
︒

第
一
章
︑
享
保
十
七
年
ま
で
の
御
忌
講

第
一
節
︑
﹃
日
鑑
﹄
に
お
け
る
御
忌
講

『
知
恩
院
史
料
集
﹄
は
総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
知

恩
院
の
史
料
集
で
︑
昭
和
四
九
年

(
一
九
七
四
)
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
刊

行
中
で
あ
る
︒
こ
の
史
料
集
は
大
き
く
﹁
日
鑑
篇
﹂
と
﹁
書
翰
篇
﹂︑﹁
古
記
録

篇
﹂
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
︑
近
世
知
恩
院
に
関
す
る
様
々
な
書
簡
や
文
書
な
ど
を

収
め
て
い
る
︒
こ
の
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
史
料
は
︑﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄

が
創
刊
さ
れ
る
以
前
か
ら
知
恩
院
の
歴
史
を
研
究
す
る
上
で
重
宝
さ
れ
て
お
り
︑

例
え
ば
昭
和
十
二
年
に
三
上
人
遠
忌
記
念
と
し
て
知
恩
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
知

恩
院
史
﹄
に
も
︑
現
在
﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
日
鑑
や
書
簡

が
引
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄
は
︑
近
世
知
恩
院
の
歴
史

が
編
年
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
集
で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
﹄
で
は
︑
近
世
知
恩
院
の
寺
務
を
担
当

し
て
い
た
山
役
や
六
役
が
日
々
の
出
来
事
を
箇
条
書
き
で
残
し
た
﹃
日
鑑
﹄
が
収

録
さ
れ
て
い
る(5

)︒
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
﹄

に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹃
日
鑑
﹄
の
中
で
︑
御
忌
法
会
が
行
わ
れ
て
い
た
一
月
に
絞

り
御
忌
講
に
関
す
る
記
録
を
見
て
み
る
と
︑
そ
の
初
見
は
宝
永
二
年

(一
七
〇

五
)
一
月
十
五
日
で
あ
る
︒

一

御
忌
講
中
︑
於
大
方
丈
︑
雑
烹
・
酒
核
等
例
年
之
通(6

)︑

そ
し
て
こ
の
記
録
以
降
︑
享
保
十
七
年

(一
七
三
二
)
一
月
二
十
五
日
ま
で
計
十

回
に
わ
た
っ
て
﹁
御
忌
講
中
﹂
が
登
場
す
る(7

)︒
そ
の
う
ち
七
回
は
宝
永
二
年
の
記

録
の
よ
う
に
︑
雑
煮
や
酒
︑
お
茶
な
ど
の
料
理
を
知
恩
院
か
ら
振
舞
わ
れ
て
い
る
︒

ま
た
享
保
年
間
に
は
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
︒

〈享
保
九
年

(一
七
二
四
)
一
月
十
五
日
﹀

一

御
忌
講
中
︑
例
年
之
通
大
蠟
燭
弐
挺
・
中
蠟
燭
・
御
襪
子
差
上
之
︑
御

対
面
御
十
念
□
□
□
□
︑
大
坂
西
光
院
初
讃
ニ
付
登
山
︑
御
対
面
︑
年

始
御
祝
義

(
マ
マ
)

︑
銀
一
包
献
之(

8
)︑

〈享
保
十
七
年
一
月
二
十
五
日
﹀

一

御
無
住
故
︑
就
無
人
︑
本
堂
散
物
等
取
納
メ
事
︑
御
忌
講
中
へ
相
頼
申
︑

(後
略(9

))

享
保
九
年
の
記
録
で
は
︑﹁
例
年
之
通
﹂
に
蝋
燭
や
襪
子
を
知
恩
院
に
納
め
て
お

り
︑
享
保
十
七
年
に
は
御
忌
期
間
中
に
本
堂
の
賽
銭
な
ど
の
回
収
を
知
恩
院
か
ら

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)
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依
頼
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
御
忌
講
は
知
恩
院
の
た
め
に
活
動
を
し
︑
対
し
て
知
恩
院
も
ご
馳

走
を
振
舞
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
両
者
の
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒第

二
節
︑
御
忌
講
と
伝
供
講

こ
の
よ
う
な
御
忌
講
で
あ
る
が
︑
先
の
十
回
の
記
録
か
ら
だ
け
で
は
今
一
つ
実

態
が
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
そ
こ
で
注
目
す
る
の
が
伝
供
講
で
あ
る
︒
伝
供
講
は
御

忌
講
と
同
じ
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
︑
元
禄
十
一
年

(一
六
九
八
)
一
月
二

十
二
日
に
初
登
場
し
て
以
降
︑
﹃
日
鑑
﹄
に
お
い
て
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
︒
本

節
で
は
御
忌
講
と
伝
供
講
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
︒

ま
ず
次
の
五
つ
の
記
録
に
注
目
し
て
み
る
︒

〈
正
徳
三
年

(
一
七
一
三
)
一
月
二
十
二
日
﹀

一

非
時
︑
一
老
・
二
老
・
六
役
中
︑
初
讃
導
師
・
当
日
導
師
︑
平
僧
一
二

老
︑
田
舎
門
中
︑
所
々
不
残
︑
御
料
理
御
茶
如
例
︑
御
忌
講
中
︑
如
例

非
時
出
ル(10

)︑

〈
享
保
二
年

(
一
七
一
七
)
一
月
二
十
二
日
﹀

一

非
時
︑
門
中
一
二
老
・
六
役
中
・
平
僧
一
二
老
︑
田
舎
門
中
不
残
・
伝

供
講
中
︑
右
如
例
御
茶
出
ル(11

)︑

〈
享
保
三
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

田
舎
門
中
・
京
都
下
一
老
二
老
・
六
役
中
・
平
僧
上
座
両
人
︑
如
例
非

時
有
之
︑
且
伝
供
講
中
も
同
然
︑
何
も
御
茶
出
ル(12

)︑

〈享
保
四
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

田
舎
門
中
︑
御
茶
如
例
被
下
之
︑
御
忌
講
中
︑
料
理
・
御
茶
等
如
例(13

)︑

〈享
保
六
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

京
門
中
一
老
二
老
・
六
役
中
・
田
舎
門
中
平
僧
上
座
両
人
︑
如
例
非
時

有
之
︑
且
伝
供
講
中
へ
も
同
断
︑
何
レ
も
菓
子
出
ル
︑
御
茶
無
之(14

)︑

こ
れ
ら
は
別
の
年
の
一
月
二
十
二
日
の
記
録
で
あ
り
︑
門
中
や
講
に
対
し
て
︑
非

時
の
食
事
や
お
茶
を
出
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
門
中
に
非
時
や
お

茶
を
出
し
た
と
い
う
内
容
の
後
に
︑
加
え
て
講
に
も
出
し
た
と
あ
り
︑
内
容
や
文

章
が
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
︒
注
目
す
べ
き
は
正
徳
三
年
と
享
保
四
年
は
御
忌
講

で
あ
る
の
に
対
し
︑
他
の
三
つ
は
伝
供
講
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
︑
御
忌
講
と
伝
供
講
は
同
じ
講
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
で
て

く
る
︒
次
に
享
保
十
七
年
の
記
録
を
見
て
み
る
︒

〈享
保
十
七
年
一
月
十
六
日
﹀

一

伝
供
講
中
登
山
︑
例
之
通
御
忌
蠟
燭
献
上
︑
御
無
住
故
︑
襪
子
ハ
不
差

上
︑
格
式
之
通
︑
於
梅
之
間
︑
吸
物
・
酒
等
出
之
︑
月
番
・
加
番
・
山

役
対
面
︑
今
般
御
無
住
ニ
付
︑
御
忌
中
本
堂
散
物
等
︑
随
分
被
心
附
︑

不
致
紛
失
候
様
︑
御
忌
中
御
影
前
之
巡
見
世
話
相
頼
候
処
︑
い
つ
れ
も

奉
畏
候
由
︑
諸
事
具
ニ
申
談
︑
退
出
︑(
15
)

〈享
保
十
七
年
一
月
十
八
日
﹀

一

御
無
住
ニ
付
︑
本
堂
散
物
等
世
話
候
も
の
無
之
ニ
付
︑
伝
供
講
中
江
本

堂
内
惣
世
話
相
頼
︑
今
日
ゟ
各
講
中
幷
家
来
召
連
相
詰
︑
世
話
有
之
︑
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其
外
堂
内
之
目
付
ハ
︑
山
内
若
年
之
衆
両
人
宛
出
ス
︑
講
中
饗
応
之
事

ハ
断
ニ
付
︑
勝
手
次
第
ニ
い
た
し
置
ク
︑
各
弁
当
持
参
有
之
ニ
付
︑
此

方
ゟ
講
中
局
へ
提
重
遣
ス
︑
尤
楽
人
之
通
之
提
重
也(16

)︑

〈
享
保
十
七
年
一
月
二
十
五
日
﹀

一

御
無
住
故
︑
就
無
人
︑
本
堂
散
物
等
取
納
メ
事
︑
御
忌
講
中
へ
相
頼
申
︑

昼
夜
共
ニ
各
世
話
有
之
︑
依
之
︑
七
日
中
幷
廿
四
日
之
晩
︑
或
ハ
菓
子
︑

或
一
樽
・
煮
染
等
籠
之
︑
廿
五
日
之
御
斎
︑
伝
供
ノ
供
物
を
以
︑
一
汁

三
菜
之
仕
立
ニ
而
︑
講
中
江
御
斎
令
頂
戴
之(17

)︑

伝
供
講
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
記
す
が
︑
享
保
十
七
年
一
月
十
六
日
に
伝
供

講
が
例
年
の
よ
う
に
御
忌
に
使
う
蠟
燭
を
納
め
︑
知
恩
院
か
ら
食
事
を
頂
戴
し
て

い
る
︒
し
か
し
こ
の
年
は
︑
知
恩
院
の
事
務
や
運
営
を
執
り
行
っ
て
い
る
月
番
や

山
役
か
ら
︑
今
年
は
常
駐
の
者
が
お
ら
ず
本
堂
の
賽
銭
や
御
供
え
物
が
盗
ま
れ
な

い
か
と
心
配
な
た
め
︑
御
忌
期
間
中
に
巡
回
や
散
物
の
回
収
な
ど
の
手
伝
い
を
依

頼
さ
れ
て
い
る
︒
伝
供
講
は
そ
の
頼
み
を
了
承
し
︑
実
際
に
十
八
日
か
ら
本
堂
内

の
手
伝
い
を
行
い
︑
そ
れ
に
対
し
知
恩
院
は
御
忌
期
間
中
︑
伝
供
講
へ
菓
子
や
酒

な
ど
の
食
事
を
提
供
し
て
い
る
︒
こ
の
記
録
の
流
れ
は
︑
十
六
日
に
知
恩
院
側
か

ら
﹁
伝
供
講
中
﹂
に
手
伝
い
の
依
頼
を
し
︑
十
八
日
に
﹁
伝
供
講
中
﹂
が
実
際
に

手
伝
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑
そ
し
て
二
十
五
日
に
手
伝
い
を
し
て
く
れ
た
﹁
御
忌

講
中
﹂
に
食
事
を
提
供
し
た
と
な
っ
て
い
る
︒
な
ん
と
途
中
で
伝
供
講
が
御
忌
講

に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
伝
供
講
と
御
忌
講
は
同
じ
意
味
合
い
の

講
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹃
日
鑑
﹄
に
お
い

て
伝
供
講
と
御
忌
講
は
同
じ
講
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

第
三
節
︑
伝
供
講
と
は

御
忌
講
と
伝
供
講
が
同
じ
意
味
合
い
の
講
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
分

か
っ
た
が
︑
伝
供
講
と
は
ど
の
よ
う
な
講
で
あ
ろ
う
か
︒
今
堀
太
逸
氏
は
︑
伝
供

講
と
は
﹁
伝
供

(で
ん
ぐ
)
は
法
会
の
と
き
︑
仏
前
の
お
供
え
︒
講
入
り
に
︑
紺

紙
金
泥
小
御
名
号
一
幅
授
与
︒
伝
供
講
は
知
恩
院
出
入
り
の
業
者
仲
間(
18
)﹂

で
あ
る

と
し
て
い
る
︒
江
戸
時
代
の
御
忌
で
は
一
月
二
十
五
日
に
伝
供
法
会
が
行
わ
れ
お

り(19
)︑

こ
れ
に
関
し
て
知
恩
院
の
年
中
行
事
に
つ
い
て
書
か
れ
た
﹃
年
中
行
事
録

乾
﹄
の
次
の
記
録
を
見
て
み
る
︒
な
お
︑
こ
の
﹃
年
中
行
事
録
乾
﹄
は
中
井
真
孝

氏
に
よ
る
と
︑
宝
暦
八
年

(一
七
五
八
)
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で(20

)︑

そ
の
頃
の
年
中
行
事
の
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

〈一
月
二
十
四
日
﹀

一

晨
朝
・
日
中
御
法
事
・
集
会
堂
式
︑
一
心
院
幷
一
山
食
座
︑
雑
式
・
伝

供
講
入
来
︑
如
前
日
︑
但
︑
御
参
詣
日
故
︑
導
師
拝
礼
︑
菊
間
之
事
︑

一

伝
供
御
盛
物
出
来
之
時
︑
尊
前
為
御
高
覧
︑
伝
供
部
屋
江
御
出
之
事
も

有
之
︑
其
節
者
︑
月
番
随
侍
之
候
事
︑

一

右
伝
供
物
︑
本
堂
西
仏
壇
へ
︑
諸
道
心
者
移
之
候
事
︑

〈一
月
二
十
五
日
﹀

一

子
半
刻
︑
伝
供
集
会
之
大
鐘
百
八
︑
門
中
・
各
庵
・
寮
舎
登
山
︑
於
後

門
︑
山
内
中
老
着
帳
候
事
︑

一

寅
刻
︑
門
中
・
各
庵
・
寮
舎
入
道
場
︑
東
西
御
所
之
間
前
︑
南
内
陣
詰
︑

階
限
ニ
列
立
︑
尊
前
御
昇
堂
︑
法
服
九
条

︑
御
侍
者
︑
御
祭
文
・
割
笏
持
参
︑

直
︑
尊
前
御
椅(倚

)

子
ニ
被
為
召
︑
御
右
之
方
ニ
役
中
・
法
事
奉
行
・
山

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)
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役
・
大
衆
︑
御
左
之
方
ニ
門
中
一
臈
︑
同
上
席
︑
御
後
ニ
鐃
・
讃
鉢
之

役
︑
各
立
班
︑
畢
而
讃
鉢
︑
次
東
仏
壇
ゟ
︑
御
供
物
等
操
リ
出
ス
︑
各

伝
供
︑
尤
︑
繰
終
ニ
尊
前
へ
捧
︑
御
手
を
被
差
添
︑
御
供
養
之
上
︑
大

机
ニ
備
之
︑
其
時
︑
鐃
・
鉢
入
ル
ヽ
︑
右
伝
供
了
而
︑
尊
前
御
机
前
江

被
為
進
︑
御
焼
香
︑
御
延
坐
具
︑
御
三
拝
︑
次
倚
子
御
復
座
︑
御
祭
文

被
為
誦
︑
御
祭
文
︑
御
伴

僧
よ
り
捧
︑

次
長
四
奉
請
・
阿
弥
陀
経
・
後
唄
維
那
︑
門
中

一
臈
相
勤

︑
次
尊
前

割
笏
ニ
て
︑
引
声
念
仏
一
声
御
口
頭
︑
結
衆
双
番
江
移
之
︑
列
立
之
惣

大
衆
着
座
︑
念
仏
終
ル
前
︑
山
内
一
臈
登
壇
上
︑
御
戸
帳
下
ル
︑
双
番

打
切
候
時
︑
尊
前
御
廻
向
・
願
以
此

功
徳
文

・
御
十
念
︑
三
鉦
畢
而
︑
倚
子
之
上

ニ
被
為
立
︑
三
方
道
俗
へ
御
十
念
被
下
之
︑
御
下
堂
之
事(21

)︑

一
月
二
十
四
日
に
伝
供
講
が
登
山
し
︑
伝
供
法
要
に
使
わ
れ
る
﹁
伝
供
物
﹂
を

準
備
し
て
︑
そ
れ
を
伝
供
部
屋
か
ら
本
堂
の
西
仏
壇
に
移
し
て
い
る(22

)︒
そ
し
て
二

十
五
日
の
子
半
刻

(
深
夜
1
時
頃
)
に
︑
伝
供
法
会
集
合
の
合
図
と
し
て
大
鐘
を

百
八
回
撞
き
︑
寅
刻

(
午
前
4
時
頃
)
に
法
要
が
始
ま
る
︒
そ
の
次
第
や
差
定
に

つ
い
て
︑
整
理
す
る
と

(
表
1
)
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
の

(表
1
)
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
︑
伝
供
法
要
で
は
伝
供
物
を
仏
壇
か
ら
繰
り
出
し
︑
そ
れ
を
供
養
し
て

仏
前
に
供
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
﹃
日
次
記
事
﹄
(一
六
七
六
)
の
法
然
御

忌
当
日
と
い
う
項
目
に
は
︑
﹁
今
暁
知
恩
院
住
職
自
ら
轉
供
を
取
り
︑
法
然
の
像

の
前
に
備
ふ

(
筆
者
書
き
下
し
)

(23
)﹂

と
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
御
門
主
が
自
ら
の
手
で

供
養
し
た
伝
供
物
を
法
然
上
人
像
に
供
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
伝
供
法
要
で
使
わ
れ
た
伝
供
物(24

)を
作
っ
て
い
た
の
が
伝
供
講
と
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
伝
供
講
の
活
動
は
伝
供
法
要
だ
け
で
は
な
い
︒
ま
ず
伝
供
講
は
毎
年
一

月
十
五
日
ご
ろ
に
登
山
し(25

)︑
御
忌
に
使
う
蠟
燭
や
伝
供
法
要
に
使
う
足
袋
を
知
恩

院
に
献
上
し
て
い
る
︒
例
え
ば
享
保
十
八
年
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

〈享
保
十
八
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
登
山
︑
五
百
匁
掛
朱
蠟
燭
弐
丁
・
百
匁
掛
ケ
拾
丁
・
百
匁
掛

ケ
朱
弐
丁
・
銀
弐
拾
五
匁
・
襪
子
壱
足
︑
右
之
通
指
上
︑
御
十
念
頂
戴
︑

於
梅
之
間
︑
例
之
通
吸
物
・
酒
核
等
被
下
之
︑
月
番
幷
山
役
及
挨
拶
候

事
︑
且
又
︑
御
忌
中
本
堂
へ
被
相
詰
︑
去
年
之
通
︑
諸
事
致
世
話
候
様

ニ
と
︑
信
重
院
対
談
之
処
︑
何
茂
奉
畏
候
旨
返
答(26

)︑

一
匁
を
3
･
75
グ
ラ
ム
と
す
る
と
︑
五
百
匁
は
一
八
七
五
グ
ラ
ム
で
︑
百
匁
は
三

七
五
グ
ラ
ム
と
な
る
︒
つ
ま
り
約
二
キ
ロ
の
大
き
な
朱
の
蝋
燭
を
二
本
と
︑
三
七

五
グ
ラ
ム
の
蝋
燭
を
十
本
︑
同
じ
大
き
さ
の
朱
の
蝋
燭
を
二
本
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
蝋
燭
の
大
き
さ
や
本
数
は
年
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
︑
毎
年
三
種
類
の
蝋
燭

を
献
上
し
て
い
る(27

)︒
ま
た
蝋
燭
の
他
に
銀
と
襪
子
も
あ
る
が
︑
こ
の
銀
と
は
伝
供

料
の
こ
と
で
あ
り(28

)︑
ま
た
襪
子
は
伝
供
法
要
に
使
う
も
の
で
あ
る(
29
)︒

こ
れ
ら
の

品
々
を
毎
年
献
上
し
て
お
り
︑
加
え
て
享
保
十
七
年
以
降
は
御
忌
中
の
手
伝
い
の

依
頼
を
受
け
て
い
る(30

)︒

簡
単
に
ま
と
め
る
と
伝
供
講
の
活
動
と
は
︑
①
御
忌
期
間
の
前
に
品
物
を
献
上

し
︑
②
御
忌
期
間
中
は
本
堂
の
散
物
の
手
伝
い
を
し
︑
③
二
十
五
日
の
伝
供
法
要

の
準
備
を
行
う
こ
と
で
あ
る
︒
伝
供
講
は
知
恩
院
出
入
り
の
業
者
で
構
成
さ
れ
て

い
る
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
御
忌
の
運
営
に
関
わ
る
活
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

五



第
四
節
︑
御
忌
伝
供
講

御
忌
講
に
関
し
て
︑
享
保
十
年
に
は
次
の
よ
う
な
御
忌
と
伝
供
が
合
体
し
た
御

忌
伝
供
講
中
と
い
う
講
が
登
場
し
て
い
る
︒

〈
享
保
十
年

(
一
七
二
五
)
一
月
二
十
二
日
﹀

一

御
忌
伝
供
講
中
︑
如
例
之
︑
法
事
後
致
参
上
候
得
共
︑
遅
参
故
︑
御
目

見
無
之(31

)︑

こ
の
記
録
は
︑
御
忌
伝
供
講
中
が
法
事
の
後
の
﹁
御
目
見
﹂
の
た
め
に
知
恩
院
に

参
上
し
た
が
︑
遅
か
っ
た
の
で
﹁
御
目
見
﹂
は
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
そ
の
二
年
前
の
同
日
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

〈享
保
八
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

伝
供
講
御
目
見
︑
於
御
対
面
所
如
例
︑
銀
壱
封
献
上
︑
御
十
念(32

)︑

こ
こ
で
は
伝
供
講
が
﹁
御
目
見
﹂
し
て
い
る
の
で
︑
御
忌
伝
供
講
は
伝
供
講
の

可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
御
忌
伝
供
講
中
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
享
保
十
年
だ
け
で

な
く
︑
享
保
十
六
年
や
享
保
十
九
年
︑
宝
暦
七
年
に
も
登
場
す
る
が
︑
こ
れ
ら
は

す
べ
て
一
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
享
保
十
六
年
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
︒

〈享
保
十
六
年
一
月
十
五
日
﹀

一

御
忌
伝
供
講
中
︑
例
年
之
通
品
々
献
上
︑
於
御
対
面
所
︑
御
十
年
頂
戴
︑

畢
而
於
柳
之
間
ニ
︑
吸
物
・
酒
等
出(33

)︑

こ
こ
で
は
御
忌
伝
供
講
中
が
例
年
の
よ
う
に
様
々
な
も
の
を
献
上
し
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
伝
供
講
が
御
忌
前
に
御
忌
に
使
う
品
々
を
献
上
し
て
い
た
内
容
と
一
致
す

る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
御
忌
伝
供
講
と
は
伝
供
講
の
こ
と
で
あ
り
︑
お
そ
ら

く
﹁
御
忌
の
際
の
伝
供
講
﹂
と
い
う
意
味
で
御
忌
伝
供
講
と
表
記
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)

六

先
︑
入
堂

次
︑
伝
供

一
︑
讃
鉢

一
︑
東
仏
壇
よ
り
伝
供
物
繰
り
出
し
︑
尊
前
へ

一
︑
伝
供
物
を
供
養
し
︑
大
机
へ

一
︑
鐃
・
鉢

次
︑
焼
香
・
三
拝

(導
師
)

次
︑
祭
文

(表
白
)

次
︑
長
四
奉
請

次
︑
阿
弥
陀
経

次
︑
後
唄

(梵
唄
)

次
︑
引
声
念
仏

(双
番
念
仏
)

次
︑
廻
向

次
︑
総
廻
向
文

次
︑
十
念

次
︑
授
与
十
念

以

上

表
1

伝
供
法
要

次
第
・
差
定



第
五
節
︑
蠟
燭
講
と
三
条
講
と
新
講
中

御
忌
が
行
わ
れ
て
い
た
一
月
に
絞
っ
て
﹃
日
鑑
﹄
を
見
る
と
︑
伝
供
講
は
御
忌

講
よ
り
も
七
年
早
く
登
場
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
御
忌
講
よ
り
も
早
く
登
場
す

る
講
は
他
に
も
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
蠟
燭
講
中
﹂
や
﹁
三
条
講
中
﹂︑﹁
新
講
中
﹂
で

あ
る
︒
﹃
日
鑑
﹄
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
講
が
登
場
す
る
の
は
︑
次
の
記
録
の
み
で

あ
る
︒

〈
元
禄
二
年

(
一
六
八
九
)
一
月
十
五
日
﹀

一

蠟
燭
講
中
へ
大
方
丈
ニ
姶

姶

而

吸
物
・
酒
馳
走(34

)︑

〈
元
禄
十
三
年
一
月
十
五
日
﹀

一

本
堂
鎮
守
御
出
仕
︑
如
恒
例
大
衆
集
会
︑
如
例
年
御
祝
義
有
之
︑
御
忌

蠟
燭
三
条
講
中
持
参
候
而
︑
於
大
方
丈
吸
物
・
酒
出
之
︑
大
蠟
燭
二

挺
・
鳥
目
壱
貫
文
御
報
謝
︑
新
講
中
持
参
ニ
而
右
之
通
馳
走
被
仰
付
候(35

)︑

本
節
で
は
こ
れ
ら
の
講
と
御
忌
講
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
︒

ま
ず
蝋
燭
講
と
三
条
講
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
共
通
点
は
蝋
燭
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
蠟
燭
講
は
名
前
に
蝋
燭
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
三
条
講
は
御

忌
に
使
う
蝋
燭
を
持
っ
て
き
て
い
る
︒
ま
た
ど
ち
ら
も
大
方
丈
で
吸
物
と
酒
を
頂

戴
し
て
い
る
︒
蝋
燭
を
献
上
す
る
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
伝

供
講
と
同
じ
活
動
で
あ
る
︒
ま
た
大
方
丈
で
食
事
を
頂
戴
す
る
の
も
︑
次
の
記
録

の
よ
う
に
伝
供
講
も
同
じ
で
あ
る
︒

〈
享
保
十
五
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
︑
如
例
年
︑
品
々
献
上
︑
御
十
念
相
済
候
上
ニ
而
︑
於
梅
之

間
︑
吸
物
・
御
酒
等
御
馳
走
︑
月
番
幷
光
玄
院
及
挨
拶(
36
)︑

梅
之
間
は
大
方
丈
の
中
の
一
間
な
の
で
︑
こ
れ
は
蝋
燭
講
や
三
条
講
と
同
じ
十
五

日
に
伝
供
講
が
大
方
丈
に
て
食
事
を
頂
戴
し
た
と
い
う
記
録
と
な
る
︒
し
か
し
︑

蝋
燭
講
や
三
条
講
の
記
録
が
あ
る
元
禄
期
か
ら
少
し
年
が
あ
い
て
い
る
と
も
い
え

る
の
で
︑
次
の
記
録
に
注
目
す
る
︒

〈宝
永
二
年

(一
七
〇
五
)
一
月
十
五
日
﹀

一

御
忌
講
中
︑
於
大
方
丈
︑
雑
烹
・
酒
核
等
例
年
之
通(37

)︑

こ
こ
で
の
御
忌
講
は
伝
供
講
の
こ
と
で
あ
り
︑
先
程
と
同
じ
よ
う
に
蝋
燭
講
や
三

条
講
の
よ
う
に
十
五
日
に
伝
供
講
が
大
方
丈
に
て
食
事
を
頂
戴
し
た
と
い
う
記
録

で
あ
る
︒
し
か
も
こ
れ
は
三
条
講
の
記
録
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
︑
蝋
燭
講
と
三
条
講
は
伝
供
講
の
事
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
︒

次
に
新
講
中
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
元
禄
十
三
年
一
月
十
五
日
の
記
録
で
は
新

講
中
は
大
蠟
燭
と
鳥
目
一
貫
文
を
報
謝
金
と
し
て
︑
知
恩
院
に
持
参
し
て
い
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
次
の
記
録
に
注
目
し
て
み
る
︒

〈享
保
二
十
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
︑
如
例
年
︑
五
百
目
掛
二
挺
・
百
目
掛
拾
挺
・
百
目
掛
弐

挺
・
襪
壱
足
・
御
報
謝
弐
拾
五
匁
差
上
︑
拝
礼
︑
新
入
堺
屋
吉
右
衛

門
・
松
屋
喜
兵
衛
︑
各
弐
拾
五
匁
宛
御
報
謝
差
上
︑
格
別
ニ
拝
礼
︑
右
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何
茂
柳
之
間
ニ
お
ゐ
て
︑
吸
も
の
等
如
例
被
下
之
︑
月
番
・
山
役
及
挨

拶
︑
御
忌
例
之
通
頼
入
候
由
申
伸(38

)︑

こ
れ
は
例
年
の
よ
う
に
︑
伝
供
講
が
十
五
日
に
御
忌
で
使
う
品
々
を
献
上
し
て

い
る
記
録
で
あ
る
が
︑
堺
屋
吉
右
衛
門
と
松
屋
喜
兵
衛
の
二
人
が
伝
供
講
の
新
入

り
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
匁
を
報
謝
金
と
し
て
献
上
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う

に
伝
供
講
が
御
忌
の
品
々
献
上
す
る
た
め
に
登
山
し
た
折
︑
新
入
り
の
者
が
報
謝

金
を
納
め
る
こ
と
が
あ
る(39

)︒
元
禄
十
三
年
の
記
録
で
は
新
講
中
も
伝
供
講
の
新
入

り
と
同
じ
よ
う
に
報
謝
金
を
納
め
て
い
る
︒
ま
た
蝋
燭
を
知
恩
院
に
納
め
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
新
講
中
と
は
三
条
講
中

(伝
供
講
中
)
の
新
入
り
か
︑
も
し

く
は
字
の
ま
ま
に
捉
え
て
︑
三
条
講
中
と
は
別
の
新
た
な
伝
供
講
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
︒
ど
ち
ら
に
せ
よ
︑
新
講
中
と
は
伝
供
講
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
蠟
燭
講
中
﹂
や
﹁
三
条
講
中
﹂︑﹁
新
講
中
﹂
は
い
ず
れ

も
伝
供
講
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
な
お
三
条
講
中
が
伝
供
講
で
あ
る
こ
と
か

ら
︑
伝
供
講
を
構
成
す
る
知
恩
院
出
入
り
の
業
者
は
︑
京
都
市
の
三
条
通
り
を
中

心
に
店
を
構
え
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
六
節
︑
第
一
章
小
結

こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

享
保
十
七
年
ま
で
の
﹁
御
忌
講
｣=

｢伝
供
講
中
｣=

｢御
忌
伝
供
講
中
｣=

｢
蠟
燭
講
中
｣=

｢
三
条
講
中
｣=

｢
新
講
中
﹂

﹃
日
鑑
﹄
に
お
い
て
御
忌
講
は
︑
宝
永
二
年
に
は
じ
ま
り
享
保
十
七
年
ま
で
計
十

回
登
場
す
る
が
︑
い
ず
れ
も
伝
供
講
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
蠟

燭
講
や
三
条
講
な
ど
も
全
て
伝
供
講
の
別
称
で
あ
っ
た
︒
伝
供
講
の
主
な
活
動
と

は
︑
御
忌
期
間
の
前
に
御
忌
用
品
を
献
上
し
︑
伝
供
法
要
の
準
備
を
行
う
こ
と
で

あ
っ
た
︒
つ
ま
り
﹃
日
鑑
﹄
で
は
﹁
伝
供
法
会
で
活
躍
す
る
講
﹂
で
あ
る
か
ら

﹁
伝
供
講
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
伝
供
法
要
が
御
忌
期
間
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら

﹁
御
忌
講
﹂
と
も
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
章
︑
地
名
・
寺
院
名
を
冠
す
る
御
忌
講

第
一
節
︑
各
地
で
組
織
さ
れ
た
講

享
保
十
七
年
ま
で
の
﹁
御
忌
講
中
﹂
は
伝
供
講
の
こ
と
で
あ
る
と
が
わ
か
っ
た
︒

こ
の
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
﹁
御
忌
講
中
﹂
は
い
ず
れ
も
単
体
で
記
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
享
保
十
一
年
か
ら
︑
特
定
の
地
名
や
寺
院
名
を
冠

す
る
講
が
登
場
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
頁
の

(表
2
)
で
あ
る(40

)︒

こ
の
地
名
や
寺
院
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
寛
延
二
年

(一
七
四
九
)

の
次
の
記
録
を
見
て
み
る
︒

〈寛
延
二
年
一
月
二
十
三
日
﹀

一

信
州
門
中
嶋
法
蔵
寺
︑
且
取
次
浩
徳
院
を
以
申
上
ル
︑
今
年
ゟ
新
ニ
御

忌
講
取
立
︑
向
後
年
々
登
山
︑
御
報
謝
指
上
可
申
旨
ニ
姶

姶

而

︑
四
五
人
罷
越
︑

御
報
謝
銀
弐
両
差
上
︑
御
十
念
被
下
之(
41
)︑

こ
こ
で
は
信
州
嶋
の
法
蔵
寺
が
今
年
か
ら
新
た
に
御
忌
講
を
組
織
し
︑
こ
れ
か

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)
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ら
毎
年
御
忌
法
会
に
参
詣
し
て
︑
報
謝
金
を
知
恩
院
に
渡
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
翌
年
の
一
月
二
十
五
日
の
﹃
日
鑑
﹄
に
は
﹁
信
州

川
中
嶋
法
蔵
寺
講
中
︑
銀
弐
両
﹂
と
あ
り
︑
実
際
に
法
蔵
寺
で
御
忌
講
が
組
織
さ

れ
︑
登
山
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
こ
か
ら
各
地
名
や
寺
院
名
は
︑
各
講
が

組
織
さ
れ
た
場
所
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
二
節
︑
人
数

で
は
こ
れ
ら
の
講
の
規
模
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
日
鑑
﹄

に
は
稀
に
講
の
人
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
例
え
ば
高
野
新
善
光
寺

御
忌
参
籠
講
中
は
享
保
十
五
年
に
御
忌
講
を
組
織
し
て
お
り
︑
同
年
に
知
恩
院
を

訪
れ
た
際
の
人
数
は
次
の
よ
う
に
五
︑
六
人
で
あ
っ
た
︒

〈享
保
十
五
年
一
月
二
十
四
日
﹀

一

江
刕
今
瀬
阿
ミ
た
寺
末
︑
新
善
光
寺
旦
那
︑
当
年
ゟ
御
忌
参
籠
講
結
候

由
ニ
姶

姶

而

︑
五
六
人
致
上
京
︑
銀
壱
封
御
報
謝
差
上
︑
御
十
念
頂
戴
仕
度
由
︑

願
候
付
︑
御
法
事
過
︑
御
対
面
所
ニ
姶

姶

而

御
十
念
被
下
之(42

)︑

こ
の
講
は
最
も
多
い
時
で
﹁
十
人
計(43

)﹂
訪
れ
て
い
る
︒
ま
た
記
録
に
残
っ
て
い
る

限
り
で
は
嶋
法
蔵
寺
は
多
い
時
で
四
︑
五
人(44

)︑
堺
講
中
は
二
人(45

)で
あ
っ
た
︒
そ
ん

な
中
︑
最
も
多
い
の
が
今
宮
講
で
あ
る
︒
今
宮
講
は
宝
暦
九
年
一
月
二
十
一
日
に

二
十
七
人
︑
宝
暦
十
年
一
月
二
十
一
日
に
二
十
人
︑
宝
暦
十
二
年
一
月
二
十
一
日

に
二
十
人
程
登
山
し
て
お
り
︑
最
も
多
い
年
で
は
四
十
人
も
の
参
拝
者
が
い
た
と

記
録
さ
れ
て
い
る
︒
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信
州
川
中
嶋
参
詣
講
中

大
坂
無
量
寺
講
中

信
州
飯
山
戸
狩
山
光
明
寺
講

堺
遍
照
寺
講
中
・
尼
講
中

摂
州
萱
野
浄
国
寺
御
忌
参
詣
講
中

信
州
川
中
嶋
講
中

大
坂
た
か
ら
講
中

(大
坂
宝
組
元
講
中
)

大
坂
法
蔵
院
旦
那
・
講
中

走
水
極
楽
寺
講
中

大
坂
菩
提
寺
尼
講
中

信
州
永
昌
寺
講
中

信
州
綿
内
正
満
寺

(正
福
寺
)
御
忌
講
中

泉
州
堺
御
忌
講
中

土
生
西
向
寺
講
中

信
州
川
中
嶋
法
蔵
寺
近
所
︑
大
英
寺
講
中

信
州
川
中
嶋
善
導
寺
講
中

信
州
川
中
嶋
法
蔵
寺

(宝
蔵
寺
)
御
忌
講
中

摂
州
池
田
法
園
寺

(法
音
寺
・
法
恩
寺
)
旦
那
御
忌
講
中

超
善
寺
旦
那
講
中

(超
善
寺
念
仏
講
中
)

大
坂
大
蓮
寺
諸
講
中

摂
州
池
田
西
光
寺

(西
向
寺
)
御
忌
講
中

江
州
今
瀬
阿
ミ
た
寺
末
︑
高
野
新
善
光
寺
御
忌
参
籠
講
中

尼
崎
講
中

大
坂
今
宮
講
中

摂
州
池
田
御
忌
講
中

大
坂
天
然
寺
念
仏
講
中
名

称

表
2

具
体
的
な
地
名
や
寺
院
名
を
冠
す
る
講

明
和
五
年

明
和
五
年

明
和
四
年

明
和
三
年

明
和
二
年

宝
暦
十
四
年

宝
暦
十
四
年

宝
暦
十
二
年

宝
暦
十
一
年

宝
暦
十
年

宝
暦
八
年

宝
暦
七
年

宝
暦
五
年

宝
暦
三
年

寛
延
三
年

寛
延
三
年

寛
延
二
年

延
享
三
年

寛
保
二
年

元
文
元
年

享
保
十
九
年

享
保
十
五
年

享
保
十
四
年

享
保
十
二
年

享
保
十
二
年

享
保
十
一
年

『

日
鑑
﹄
初
見

1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 6 9 1 1 2 9 10 2 1 11 14 1 32 18 1

登
場
年
数



第
三
節
︑
登
山
背
景

(
表
2
)
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
各
講
の
登
場
回
数
は
様
々
で
あ
る
︒
こ
の
う

ち
摂
州
池
田
講
中
や
大
坂
今
宮
講
中
︑
高
野
新
善
光
寺
御
忌
参
籠
講
中
︑
摂
州
池

田
西
光
寺
御
忌
講
中
︑
摂
州
池
田
法
園
寺
旦
那
御
忌
講
中
は
十
年
以
上
に
わ
た
っ

て
参
拝
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
御
忌
講
で
は
︑
知
恩
院
の

御
忌
法
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
各
寺
院
や
地
域
の
行
事
と
し
て
︑
数
年
に
一
回
ぐ

ら
い
の
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
登
場
回
数
が
少
な
い
大

坂
天
然
寺
念
仏
講
中
や
大
坂
大
蓮
寺
諸
講
中
︑
超
善
寺
旦
那
講
中
︑
大
坂
法
蔵
院

旦
那
・
講
中
︑
堺
遍
照
寺
講
中
・
尼
講
中
︑
大
坂
無
量
寺
講
中
に
は
共
通
点
が
あ

る
︒
そ
れ
は
こ
れ
ら
全
て
︑
各
寺
院
が
唱
導
師
を
勤
め
た
日
に
講
の
記
録
が
確
認

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
大
坂
大
蓮
寺
諸
講
中
の
場
合
︑
元
文
元
年

に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

〈
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
一
月
二
十
三
日
﹀

一

初
讃
導
師
大
坂
大
蓮
寺
︑
拝
礼
︑

一

今
日
導
師
大
坂
大
蓮
寺
檀
頭
幷
彼
之
寺
諸
講
中
︑
各
御
報
謝
献
上
︑
御

十
念
被
下(47

)︑

一
月
二
十
三
日
の
唱
導
師
が
大
坂
大
蓮
寺
で
︑
同
じ
日
に
大
蓮
寺
の
檀
頭
と
諸
講

中
が
報
謝
を
献
上
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
各
寺
院
の
上
人
が
唱
導
師
を
勤
め
た

際
に
︑
講
も
合
わ
せ
て
参
詣
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
現
在
で
も
唱
導
師
を
勤
め
る

寺
院
の
檀
信
徒
が
団
体
参
拝
し
て
お
り
︑
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
各
講
が
知
恩
院
の
御
忌
法
会
に
参
加
す
る
背
景
に
は
︑
定
期
的

に
訪
れ
る
こ
と
が
各
寺
院
や
地
域
の
行
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ

ば
︑
菩
提
寺
の
住
職
が
唱
導
師
を
勤
め
る
の
で
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
訪
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
︒

第
四
節
︑
献
上
品

知
恩
院
を
訪
れ
た
御
忌
講
は
︑
何
ら
か
の
献
上
品
を
持
参
す
る
場
合
が
多
い
︒

大
阪
の
池
田
の
地
域
は
多
く
の
参
拝
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
内
例
え
ば

摂
州
池
田
講
中
の
初
登
場
の
享
保
十
二
年
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

〈享
保
十
二
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

池
田
御
忌
講
中
登
山
︑
如
例
年
之
︑
池
田
炭
・
銀
一
封
献
上
之
︑
拝
礼

相
済
候
事(48

)︑

こ
の
年
︑
池
田
御
忌
講
は
池
田
炭
と
報
謝
の
銀
を
献
上
し
て
い
る
︒﹁
如
例
年
之
﹂

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
享
保
十
二
年
よ
り
前
か
ら
知
恩
院
を
訪
れ
て
は
池
田
炭
な
ど

を
献
上
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
池
田
炭
は
︑
近
畿
の
名
産
物
な
ど
に
つ
い
て

書
か
れ
た
﹃
日
本
山
海
名
物
図
絵
﹄
に
項
目
が
あ
り
︑
そ
こ
に
﹁
焼
炭
諸
国
よ
り

多
く
出
と
い
へ
共
池
田
を
最
上
と
す(49

)﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
上
質
の
炭
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
池
田
御
忌
講
は
年
に
よ
っ
て
︑
蝋
燭
や
蕨
を
献
上
し
て
い
る

時
も
あ
り
︑
実
用
品
や
お
金
を
献
上
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

次
に
最
も
登
場
回
数
が
多
い
大
坂
今
宮
講
中
に
注
目
す
る
︒
大
坂
今
宮
講
中
の

初
見
は
︑
池
田
御
忌
講
中
と
同
じ
享
保
十
二
年
で
あ
る
︒

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)

一
〇



〈
享
保
十
二
年
一
月
二
十
四
日
﹀

一

大
坂
今
宮
講
中
︑
例
年
之
通
︑
干
か
ふ
ら
一
台
差
上
之
︑
拝
礼
相
勤
事(50

)︑

こ
こ
で
今
宮
講
は
干
蕪
を
献
上
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
例
年
之
通
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
享
保
十
二
年
以
前
か
ら
知
恩
院
に
参
詣
し
て
は
︑
干
蕪
を
献
上
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
今
宮
講
は
参
拝
の
度
に
︑
干
蕪
を
献
上
し
て
い
る
が
︑

年
に
よ
っ
て
は
次
の
よ
う
に
﹁
天
王
寺
か
ぶ
ら
﹂
と
記
録
さ
れ
て
い
る
年
も
あ
る
︒

〈
元
文
六
年
一
月
二
十
二
日
﹀

一

大
坂
今
宮
講
中
︑
例
年
之
通
︑
天
王
寺
か
ぶ
ら
献
上
之
︑
御
十
念
頂
戴(51

)︑

こ
れ
に
つ
い
て
︑
﹃
日
本
山
海
名
物
図
絵
﹄
の
﹁
天
王
寺
干
蕪
﹂
と
い
う
項
目
に

は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

摂
州
東
成
郡
天
王
寺
領
内
か
ぶ
ら
の
名
産
也
︒
百
姓
お
ほ
く
か
ぶ
ら
を
植
て
︑

な
ま
な
る
を
も
市
に
出
す
︒
然
し
専
ほ
し
か
ぶ
ら
と
な
し
て
是
を
売
︒
極
月

よ
り
正
月
ま
で
の
間
ハ
竹
垣
を
高
く
こ
し
ら
へ
て
是
を
ほ
す
也
︒
又
此
近
所

木
津
今
宮
と
い
ふ
あ
た
り
専
干
蕪
を
出
す
︒
木
津
今
宮
の
か
ぶ
ら
ハ
真
丸
く
︑

天
王
寺
ハ
少
し
細
長
し
︒
木
津
今
宮
ハ
天
王
寺
の
か
ぶ
ら
に
ハ
及
バ
ず(52

)

(筆

者
句
読
点
)

天
王
寺
で
百
姓
が
育
て
た
蕪
が
名
産
で
あ
り
︑
十
二
月
か
ら
一
月
の
間
に
干
し
て

干
蕪
と
し
て
い
た
︒
ま
た
そ
の
近
所
の
今
宮
で
も
干
蕪
が
作
ら
れ
て
い
た
が
︑
天

王
寺
の
蕪
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
今
宮
講
は

今
宮
で
作
っ
た
干
蕪
を
献
上
し
て
い
た
が
︑
時
に
は
天
王
寺
の
干
蕪
を
献
上
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
知
恩
院
を
訪
れ
た
御
忌
講
は
各
地
域
の
名
産
品
や
報
謝
金
な

ど
を
知
恩
院
に
お
さ
め
て
い
た
︒
な
お
こ
れ
ら
の
講
は
︑
先
ほ
ど
の
﹁
天
王
寺
か

ぶ
ら
﹂
で
引
用
し
た
今
宮
講
の
よ
う
に
︑
献
上
の
後
に
知
恩
院
か
ら
十
念
を
頂
戴

し
て
い
る
︒

第
五
節
︑
大
坂
今
宮
講
中

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
大
坂
今
宮
講
中
は
他
の
講
よ
り
も
多
く
の
年
に
登

場
し
︑
且
つ
そ
の
人
数
も
二
十
人
以
上
と
い
う
大
人
数
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の
今

宮
講
と
は
ど
の
よ
う
な
講
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
今
宮
講
は
長
年
に
わ
た
り
︑
名
産
品
で
あ
る
干
蕪
を

献
上
し
て
い
た
︒
そ
ん
な
今
宮
講
に
関
し
て
︑
宝
暦
六
年

(一
七
五
六
)
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
︒

〈宝
暦
六
年
一
月
二
十
一
日
﹀

一

大
坂
今
宮
講
中
登
山
︑
如
例
干
蕪
献
上
之
︑
日
中
法
㕝
御
出
掛
︑
於
鶴

之
間
縁
通
︑
御
十
念
拝
受
︑
遠
路
毎
歳
参
詣
之
段
︑
殊
勝
ニ
思
召
候
旨
︑

月
番
取
合
︑
於
韋
駄
天
間
︑
支
度
申
付
候
︑(
53
)

こ
こ
で
今
宮
講
は
例
年
の
よ
う
に
干
蕪
を
献
上
し
︑
大
方
丈
の
鶴
之
間
や
縁
側
で

御
十
念
を
頂
戴
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
毎
歳
参
詣
す
る
の
は
殊

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇
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勝
で
あ
る
と
し
て
︑
月
番
か
ら
韋
駄
天
の
間
に
お
い
て
支
度
を
す
る
よ
う
に
と
申

し
付
け
ら
れ
た
と
あ
る
︒
こ
の
韋
駄
天
の
間
と
は
︑
当
時
韋
駄
天
立
像
が
安
置
さ

れ
て
い
た
雪
香
殿
の
一
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(54

)︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
支
度
﹂
と
は

帰
り
支
度
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
支
度
の
た
め
に
知
恩
院
が
一
室
を
提

供
す
る
こ
と
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
︒
し
か
し
こ
の
年
以
降
︑
今
宮
講
は
支
度
の

た
め
に
雪
香
殿
の
一
間
を
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
御
忌
講
の
中
に
は
稀

に
知
恩
院
か
ら
食
事
が
提
供
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が(55

)︑
そ
の
う
ち
最
初
に

登
場
す
る
の
が
宝
暦
十
三
年
の
今
宮
講
で
あ
る
︒

〈
宝
暦
十
三
年
一
月
二
十
一
日
﹀

一

今
宮
講
中
︑
御
忌
御
報
謝
差
上
︑
鶴
間
縁
側
ニ
姶

姶

而

御
十
念
︑
月
番
取
合
︑

例
之
通
夕
飯
被
下
之
︑
干
蕪
差
上
之
︑
役
中
江
も
同
断(56

)︑

こ
の
夕
食
に
関
し
て
︑
明
和
二
年

(
一
七
六
五
)
一
月
二
十
二
日
に
は
同
じ
く
今

宮
講
に
﹁
一
汁
三
菜
非
時
被
下
候(57

)﹂
と
あ
る
の
で
︑
そ
の
内
容
が
一
汁
三
菜
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
よ
う
に
今
宮
講
の
み
が
支
度
の
場
所
を
与
え
ら
れ
︑
は
じ
め
て
非
時
の
食

事
を
提
供
さ
れ
る
な
ど
︑
知
恩
院
か
ら
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
今
宮
講

が
享
保
十
二
年
以
前
か
ら
知
恩
院
に
参
詣
し
て
は
干
蕪
を
献
上
し
て
い
た
こ
と
や
︑

他
の
講
よ
り
も
高
い
頻
度
で
御
忌
法
会
に
参
拝
し
て
い
た
こ
と
が
知
恩
院
に
評
価

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
六
節
︑
第
二
章
小
結

こ
こ
ま
で

(表
2
)
に
あ
る
様
々
な
講
を
見
て
き
た
︒
こ
れ
ら
の
講
は
各
地
方

や
寺
院
で
組
織
さ
れ
た
も
の
で
︑
知
恩
院
を
訪
れ
る
際
は
報
謝
金
や
名
産
物
を
献

上
し
︑
知
恩
院
側
か
ら
十
念
を
受
け
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
講
が
知
恩
院
を
訪
れ
た

背
景
に
は
︑
菩
提
寺
の
住
職
が
唱
導
師
を
勤
め
る
際
に
︑
合
わ
せ
て
訪
れ
て
い
た

場
合
も
あ
れ
ば
︑
今
宮
講
の
よ
う
に
長
い
間
︑
定
期
的
に
知
恩
院
の
御
忌
に
訪
れ

て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
︒
各
講
の
規
模
は
様
々
で
︑
少
な
い
と
こ
ろ
は
一
桁
で
あ

る
が
︑
多
い
と
こ
ろ
で
は
四
十
人
も
の
団
体
で
あ
っ
た
︒
(表
2
)
に
は
全
部
で

二
十
七
の
講
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
今
宮
講
だ
け
は
次
第
に
知
恩
院
か
ら

特
別
な
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
御
忌
に
訪
れ
︑

蕪
を
献
上
し
て
い
た
と
い
う
積
極
的
な
取
り
組
み
が
知
恩
院
か
ら
評
価
さ
れ
た
た

め
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
こ
れ
ら
の
他
に
も
う
一
つ
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
御
忌
講
の
成

立
期
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
こ
と
か
ら
御
忌
講
を
﹁
各
地
方
や
寺
院
で

組
織
さ
れ
︑
本
山
の
御
忌
法
会
に
参
詣
す
る
講
﹂
と
定
義
付
け
す
る
と
︑
御
忌
講

の
初
見
は
享
保
十
一
年
に
登
場
す
る
大
坂
天
然
寺
念
仏
講
中
で
あ
る
︒
た
だ
し
大

坂
天
然
寺
念
仏
講
中
は
そ
の
名
の
通
り
念
仏
講
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑

御
忌
講
の
始
ま
り
は
︑
摂
州
池
田
御
忌
講
中
の
初
見
で
あ
る
享
保
十
二
年
一
月
二

十
二
日
と
な
る
︒
な
お
︑
摂
州
池
田
御
忌
講
中
や
大
坂
今
宮
講
中
の
各
初
見
に
は

﹁
如
例
年
之
﹂
や
﹁
例
年
之
通
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
各
講

が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
あ
く
ま
で
記
録
と
い
う
観
点

か
ら
︑
確
実
に
御
忌
講
が
存
在
し
て
い
た
と
断
定
で
き
る
の
は
享
保
十
二
年
か
ら

で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
御
忌
講
の
は
じ
ま
り
は
﹃
日
鑑
﹄
に
お
い
て
享
保
十
二
年
で

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)
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あ
る
と
い
え
る
︒

お
わ
り
に

御
忌
講
と
は
﹁
各
地
方
や
寺
院
で
組
織
さ
れ
︑
本
山
の
御
忌
法
会
に
参
詣
す
る

講
﹂
で
あ
り
︑
﹃
日
鑑
﹄
に
お
い
て
は
享
保
十
二
年

(一
七
二
七
)
一
月
二
十
二

日
の
摂
州
池
田
御
忌
講
中
の
記
録
が
最
初
で
あ
る
︒
こ
の
記
録
以
降
︑
特
に
摂
州

や
信
州
な
ど
で
組
織
さ
れ
た
御
忌
講
が
知
恩
院
の
御
忌
法
会
に
登
山
し
た
記
録
が

多
く
残
っ
て
い
た
︒
彼
ら
は
御
忌
法
会
に
な
る
と
知
恩
院
へ
参
拝
し
︑
報
謝
金
や

地
方
の
名
産
品
を
献
上
し
て
い
た
︒
各
講
の
人
数
は
様
々
で
︑
多
い
と
こ
ろ
で
は

四
十
人
も
い
た
︒
ま
た
参
拝
の
き
っ
か
け
は
︑
菩
提
寺
の
住
職
が
唱
導
師
を
勤
め

る
際
に
合
わ
せ
て
訪
れ
て
い
た
場
合
も
あ
れ
ば
︑
今
宮
講
の
よ
う
に
︑
定
期
的
に

知
恩
院
の
御
忌
に
訪
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
︒
な
お
宝
永
二
年
か
ら
享
保
十
七

年
ま
で
︑
地
名
や
寺
院
名
が
付
か
な
い
単
体
表
記
の
﹁
御
忌
講
﹂
が
登
場
し
て
い

る
が
︑
い
ず
れ
も
御
忌
法
要
期
間
中
に
行
わ
れ
る
伝
供
法
要
の
準
備
を
す
る
伝
供

講
の
こ
と
を
﹁
御
忌
講
﹂
と
表
記
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
し
か
し
享
保
十

二
年
以
降
︑
池
田
御
忌
講
中
や
今
宮
講
中
と
い
っ
た
具
体
的
な
地
名
を
冠
し
た
御

忌
講
が
御
忌
法
会
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
り
︑
単
体
表
記
の
﹁
御
忌
講
﹂
は
享
保

十
七
年
を
最
後
に
使
わ
な
く
な
る
︒
お
そ
ら
く
︑﹁
御
忌
講
﹂
が
伝
供
講
を
指
す

の
か
︑
そ
れ
と
も
具
体
的
な
地
名
を
冠
す
る
御
忌
講
を
指
す
の
か
と
い
っ
た
混
乱

が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
で
︑
近
世
の
知
恩
院
に
訪
れ
て
い
た
御
忌
講
と
い
う
集
団
の
存
在
が
明

ら
か
に
な
っ
た
︒
そ
の
活
動
は
︑
現
在
の
団
体
参
拝
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
︑

少
な
く
と
も
享
保
年
間
に
は
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た

と
い
え
る
︒

〔

注
︺

(1
)
藪
内
彦
瑞
編
﹃
知
恩
院
史
﹄
(知
恩
院
︑
一
九
三
七
)
第
一
篇
第
一
章
中
﹁
寛
永

炎
上
﹂

(2
)
伊
藤
眞
徹
﹃
日
本
浄
土
教
文
化
史
研
究
﹄
(佛
教
大
学
伊
藤
眞
徹
先
生
古
稀
記
念

会
︑
一
九
七
五
)
第
一
篇

6
法
然
上
人
の
御
忌
に
つ
い
て

(3
)
三
田
全
信
﹁
法
然
上
人
の
御
忌
に
つ
い
て

︱
︱
近
世
篇
︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
研

究
紀
要
﹄
第
三
九
號
︑
一
九
六
一
)

(4
)
御
忌
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
︑
他
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

・
秦
博
文
﹁
布
教
と
し
て
の
知
恩
院
御
忌

(一
)
︱
︱
御
諷
誦
の
釈
文
を
作
成

し
て
︱
︱
﹂
(﹃
仏
教
論
叢
﹄
第
四
十
八
号
︑
二
〇
〇
四
)

・
秦
博
文
﹁
布
教
と
し
て
の
知
恩
院
御
忌

(二
)
︱
︱
唱
導
他
の
釈
文
を
作
成

し
て
︱
︱
﹂
(﹃
仏
教
論
叢
﹄
第
四
十
九
号
︑
二
〇
〇
五
)

・
伊
藤
茂
樹
﹁
知
恩
講
に
つ
い
て
﹂
(﹃
浄
土
宗
学
研
究
﹄
四
〇
︑
浄
土
宗
学
研
究

所
︑
二
〇
一
三
)
第
一
章
御
忌
の
源
流

・
伊
藤
真
昭
﹁
法
然
上
人
の
遠
忌
と
大
師
号
勅
許
に
つ
い
て
﹂
(﹃
法
然
上
人
研

究
﹄
第
七
号
︑
二
〇
一
四
)

・
今
堀
太
逸
﹃
浄
土
宗
の
展
開
と
総
本
山
知
恩
院
﹄
(法
藏
館
︑
二
〇
一
八
)

(5
)﹃
日
鑑
﹄
は
元
禄
二
年

(一
六
八
九
)
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
︑
全
九
二
四

冊
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
は
明
和
五
年

(一
七
六
八
)
迄
で
︑
本
論
文
も
公
刊
分
の
﹃
日
鑑
﹄
に
基
づ
い
て
い
る
︒
た
だ

し
﹃
日
鑑
﹄
そ
の
も
の
が
残
っ
て
お
ら
ず
︑﹃
知
恩
院
史
料
集
﹄
に
は
収
録
さ
れ

て
い
な
い
年
も
あ
る
︒
二
〇
一
八
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
知
恩
院
史
料
集

日

鑑
篇
﹄
の
う
ち
︑
欠
落
し
て
い
る
年
月
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
元
禄
六
︑
八
︑

十
︑
十
五
年
・
宝
永
四
︑
六
～
八

(正
徳
元
)
年
・
享
保
十
三
年
一
月
～
六
月
分
︒

(6
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
七

八
)
一
二
六
頁
︒

(7
)﹁
御
忌
講
中
﹂
の
記
録
が
登
場
す
る
﹃
日
鑑
﹄
の
記
録
は
以
下
の
通
り
︒

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

一
三



宝
永
二
年
一
月
十
五
日
︑
宝
永
三
年
一
月
十
五
日
︑
同
二
十
二
日
︑
正
徳
二
年
一

月
十
五
日
︑
正
徳
三
年
一
月
二
十
二
日
︑
享
保
四
年
一
月
二
十
二
日
︑
享
保
六
年

一
月
十
二
日
︑
享
保
七
年
一
月
二
十
二
日
︑
享
保
九
年
一
月
十
五
日
︑
享
保
十
七

年
一
月
二
十
五
日
︒

(8
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
九
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

二
)
一
四
七
頁
︒

(9
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

八
)
二
七
〇
頁
︒

(10
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
五
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
八

六
)
六
頁
︒

(11
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
六
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
八

七
)
一
五
五
頁
︒

(12
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
七
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
八

八
)
六
頁
︒

(13
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
七
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
八

八
)
一
四
六
頁
︒

(14
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
八
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
八

九
)
一
一
五
頁
︒

(15
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

八
)
二
六
三
頁
︒

(16
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

八
)
二
六
六
頁
︒

(17
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

八
)
二
七
〇
頁
︒

(18
)
今
堀
太
逸
﹃
浄
土
宗
の
展
開
と
総
本
山
知
恩
院
﹄
(法
藏
館
︑
二
〇
一
八
)
三
四

七
頁
︒

(19
)
伝
供
法
要
は
﹃
日
鑑
﹄
で
は
元
禄
十
一
年
か
ら
記
録
さ
れ
︑
明
和
五
年

(二
〇
一

八
年
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
最
新
の
﹃
日
鑑
﹄
収
録
年
)
に
至
る
ま
で
︑
多
く
の

年
で
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(20
)﹃
知
恩
院
史
料
集

古
記
録
篇
二
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一
六
)

二
八
三
頁
︒

(21
)﹃
知
恩
院
史
料
集

古
記
録
篇
二
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一
六
)

三
六
～
四
〇
頁
︒

(22
)﹃
年
中
行
事
録
乾
﹄
一
月
二
十
四
日
に
あ
る
﹁
伝
供
部
屋
﹂
に
つ
い
て
︑
伝
供
部

屋
は
伝
供
物
を
準
備
す
る
部
屋
で
あ
る
が
︑﹃
日
鑑
﹄
に
お
け
る
別
年
の
一
月
二

十
四
日
の
記
録
か
ら
︑
そ
の
場
所
が
大
庫
裏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

〈享
保
二
年
一
月
二
十
四
日
﹀

一

伝
供
物
︑
七
ツ
時
就
出
来
︑
大
庫
裏
ゟ
本
堂
へ
如
例
相
渡
︑
二
老
霊
雲

院
役
也
︑

〈享
保
三
年
一
月
二
十
四
日
﹀

一

伝
供
物
︑
七
ツ
時
︑
従
大
庫
裏
本
堂
江
送
之
︑
二
老
霊
雲
院
役
也
︑

ま
た
︑
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
伝
供
部
屋
か
ら
本
堂
へ
移
す
の
は
僧
侶
が
担
当
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(23
)
黒
川
道
祐
撰
﹃
日
次
記
事
﹄
(﹃
新
修
京
都
叢
書
﹄
五
︑
臨
川
書
店
︑
一
九
六
八
︑

六
六
頁
)

(24
)
伝
供
物
に
つ
い
て
︑﹃
年
中
行
事
録
乾
﹄
の
一
月
二
十
五
日
と
二
十
六
日
の
記
録

で
は
︑
伝
供
物
は
日
中
法
要
後
に
唱
導
師
に
配
ら
れ
︑
翌
二
十
六
日
の
御
斎
と
し

て
も
使
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑﹃
日
鑑
﹄
の
次
の
二
つ
の
記
録
を
見
て

み
る
︒

〈享
保
十
七
年
一
月
二
十
五
日
﹀

一

御
無
住
故
︑
就
無
人
︑
本
堂
散
物
等
取
納
メ
事
︑
御
忌
講
中
へ
相
頼
申
︑

昼
夜
共
ニ
各
世
話
有
之
︑
依
之
︑
七
日
中
幷
廿
四
日
之
晩
︑
或
ハ
菓
子
︑

或
一
樽
・
煮
染
等
籠
之
︑
廿
五
日
之
御
斎
︑
伝
供
ノ
供
物
を
以
︑
一
汁

三
菜
之
仕
立
ニ
而
︑
講
中
江
御
斎
令
頂
戴
之
︑

〈元
文
六
年
一
月
二
十
六
日
﹀

一

周
誉
忌
︑
如
例
年
︑
於
本
堂
御
位
牌
前
法
事
︑
長
四
奉
請
・
阿
弥
陀

経
・
後
唄
・
回
向
︑
大
僧
正
御
出
座
︑
大
衆
中
・
行
者
・
各
庵
出
勤
︑

御
斎
有
之
︑
尤
今
朝
之
野
菜
者
御
伝
供
之
御
供
物
也
︑

元
文
六
年
の
記
録
か
ら
︑
伝
供
物
の
内
容
に
野
菜
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
享

保
十
七
年
の
記
録
か
ら
は
︑
二
十
五
日
に
は
既
に
伝
供
物
を
使
っ
て
一
汁
三
菜
の

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)

一
四



食
事
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(25
)
伝
供
講
が
献
上
品
を
持
っ
て
登
山
す
る
日
に
ち
に
つ
い
て
︑
宝
暦
七
年
ま
で
は
十

五
日
に
登
山
し
て
い
る
が
︑
宝
暦
八
年
に
は
十
四
日
︑
そ
し
て
宝
暦
九
年
以
降
は

十
三
日
に
訪
れ
て
い
る
︒

(26
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
四
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

九
)
一
二
頁
︒

(27
)
蝋
燭
に
つ
い
て
︑
御
忌
期
間
中
ど
れ
だ
け
の
蝋
燭
が
必
要
だ
っ
た
の
か
は
正
確
に

は
分
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
記
録
が
あ
る
︒

〈享
保
十
七
年
一
月
十
八
日
﹀

一

照
誉
上
人
思
召
ニ
付
︑
御
影
前
七
五
三
之
御
膳
出
来
︑
須
弥
壇
上
ニ
飾

之
︑
大
花
瓶
之
花
台
出
来
︑
大
机
之
前
左
右
江
置
︑
大
机
之
上
ハ
︑
須

弥
之
大
香
炉
を
お
ろ
し
︑
左
右
ニ
ハ
真
鍮
之
大
燭
台
二
本
百
目
掛
二
挺

立
ル
︑
尤
前
々
御
影
前
正
面
ニ
︑
百
目
掛
壱
挺
宛
立
候
へ
と
も
︑
当
年

よ
り
初
之
︑
但
︑
晨
朝
・
初
夜
ハ
三
十
目
掛
を
立
︑
日
中
計
百
目
掛
也
︑

伝
供
講
ゟ
百
目
掛
八
挺
献
之
︑
不
足
ニ
付
︑
手
前
ニ
而
六
挺
申
付
ル
︑

こ
の
年
︑
知
恩
院
第
四
十
七
世
照
誉
上
人

(一
六
五
四
-
一
七
三
二
)
の
考
え
に

よ
っ
て
︑
須
弥
壇
や
大
机
の
飾
り
つ
け
を
変
更
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
日
中
法

要
で
使
う
百
目
掛
蠟
燭
を
一
挺
か
ら
二
挺
に
増
や
し
て
い
る
が
︑
伝
供
講
か
ら
献

上
さ
れ
た
八
挺
で
は
足
り
な
い
た
め
︑
追
加
で
六
挺
準
備
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

百
目
掛
の
大
き
な
蝋
燭
を
御
忌
期
間
中
︑
一
日
二
挺
の
計
十
四
挺
つ
か
っ
て
お
り
︑

加
え
て
晨
朝
と
初
夜
法
要
で
は
代
用
の
三
十
目
掛
蝋
燭
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

(28
)
伝
供
料
と
す
る
根
拠
は
︑
本
文
中
に
引
用
し
た
﹃
日
鑑
﹄
の
享
保
十
八
年
一
月
十

五
日
の
記
録
と
寛
保
三
年
一
月
十
五
日
の
記
録
を
見
比
べ
て
も
ら
え
ば
︑
一
目
瞭

然
で
あ
る
︒

〈享
保
十
八
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
登
山
︑
五
百
匁
掛
朱
蠟
燭
弐
丁
・
百
匁
掛
ケ
拾
丁
・
百
匁
掛

ケ
朱
弐
丁
・
銀
弐
拾
五
匁
・
襪
子
壱
足
︑
右
之
通
指
上
︑
御
十
念
頂
戴
︑

(後
略
)

〈寛
保
三
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
︑
例
年
之
通
登
山
︑
五
百
目
掛
蠟
燭
弐
挺
・
百
目
掛
ケ
拾

挺
・
五
拾
目
掛
二
挺
・
襪
子
壱
足
・
伝
供
料
銀
弐
拾
五
匁
︑
右
之
通
差

上
︑
御
十
念
拝
礼
畢
而
︑
(後
略
)

こ
の
よ
う
に
︑﹁
銀
弐
拾
五
匁
﹂
の
箇
所
が
﹁
伝
供
料
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
な
お
列
挙
は
し
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
銀
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
伝
供
料

で
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
そ
れ
ぞ
れ
他
に
も
例
が
あ
る
︒

(29
)
襪
子
が
伝
供
法
会
の
と
き
に
使
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
︑
襪
子
で
は
な
い
も

の
の
﹃
日
鑑
﹄
の
享
保
八
年
一
月
十
五
日
の
記
録
に
﹁
御
伝
供
之
時
之
御
足
袋
﹂

と
︑
伝
供
の
時
の
足
袋
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

〈享
保
八
年
一
月
十
五
日
﹀

一

伝
供
講
中
︑
弐
百
目
掛
蠟
燭
二
挺
・
中
蠟
燭
五
十
挺
・
銀
廿
五
匁
・
御

伝
供
之
時
之
御
足
袋
壱
足
︑
献
上
之
︑
於
御
対
面
所
御
十
念
︑
退
出
︑

如
例
次
ノ
間
ニ
て
吸
物
・
酒
出
之
由
︑

な
お
︑
な
ぜ
一
足
な
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
享
保
十
七
年
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

〈享
保
十
七
年
一
月
十
六
日
﹀

一

伝
供
講
中
登
山
︑
例
之
通
御
忌
蠟
燭
献
上
︑
御
無
住
故
︑
襪
子
ハ
不
差

上
︑
格
式
之
通
︑
於
梅
之
間
︑
吸
物
・
酒
等
出
之
︑
(以
下
略
)

こ
の
年
は
無
住
な
た
め
襪
子
を
献
上
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
本
文
で
述
べ
た
よ

う
に
伝
供
法
要
に
は
知
恩
院
の
住
職
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
襪

子
は
知
恩
院
住
職
が
伝
供
法
要
の
時
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
た

め
一
足
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(30
)︹
一
章
二
節
︑
御
忌
講
と
伝
供
講
︺
で
引
用
し
た
享
保
十
七
年
一
月
十
六
日
か
ら

同
二
十
五
日
ま
で
の
記
録
参
照
︒

(31
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
四
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

四
)
六
頁
︒

(32
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
九
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

二
)
七
頁
︒

(33
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

八
)
七
頁
︒

(34
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
一
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
七

佛
教
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五



四
)
四
頁
︒

(35
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
二
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
七

五
)
九
五
頁
︒

(36
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
二
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

六
)
六
頁
︒

(37
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
三
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
七

八
)
一
二
六
頁
︒

(38
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
六
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

一
)
一
二
頁
︒

(39
)
新
入
り
が
報
謝
金
を
納
め
て
い
る
記
録
は
︑︿
元
文
元
年
一
月
十
五
日
﹀
や
︿
寛

保
四
年
一
月
十
五
日
﹀︑︿
延
享
二
年
一
月
十
五
日
﹀︑︿
寛
延
二
年
一
月
十
五
日
﹀

な
ど
に
も
あ
る
︒

(40
)
(表
2
)
に
つ
い
て
は
︑
左
記
の
よ
う
に
ま
と
め
た
︒

※
『知
恩
院
史
料
集

日
鑑
﹄
巻
一

(1
6
8
9
)
～
巻
三
十
一

(1
7
6
8
)
よ

り
作
成
し
た
︒

※
登
場
年
数
に
関
し
て
︑
同
年
に
二
日
以
上
登
場
す
る
場
合
は
一
回
と
数
え
た
︒

※
伝
供
講
で
あ
る
三
条
講
は
除
い
た
︒
ま
た
以
徳
院
講
中

(以
徳
院
は
当
時
知
恩

院
山
門
付
近
に
あ
っ
た
)
は
︑
御
忌
期
間
中
に
庭
の
糸
幡
の
世
話
を
し
て
お
り
︑

伝
供
講
の
よ
う
に
御
忌
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
も
除
外
し
た
︒

(41
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
四
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

九
)
二
一
頁
︒

(42
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
五
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

六
)
一
〇
頁
︒

(43
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
七
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

二
)
一
九
頁
︒

(44
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
四
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

九
)
二
二
頁
︒

(45
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
六
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一

一
)
四
四
八
頁
︒

(46
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
八
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一

三
)
二
四
頁
︒

(47
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
七
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

二
)
一
八
頁
︒

(48
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
一
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

五
)
六
頁
︒

(49
)
平
瀬
徹
斎
編
著
・
長
谷
川
光
信
画
﹃
日
本
山
海
名
物
圖
繪

巻
之
三
﹄
(一
七
九

七
)
六
丁
目
裏
︒

〈本
書
の
内
容
：
近
畿
の
名
産
物
を
中
心
に
︑
鉱
山
や
加
工
品
な
ど
を
絵
と
解
説

に
よ
っ
て
紹
介
﹀

(50
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
十
一
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
一
九
九

五
)
七
頁
︒

(51
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
書
翰
篇
二
十
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
〇

五
)
一
七
頁
︒

(52
)
平
瀬
徹
斎
編
著
・
長
谷
川
光
信
画
﹃
日
本
山
海
名
物
圖
繪

巻
之
三
﹄
(一
七
九

七
)
一
三
丁
目
裏
︒

(53
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
六
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一

一
)
二
三
二
頁
︒

(54
)
参
考
：
山
西
泰
生
﹁
知
恩
院
﹁
韋
駄
天
立
像
﹂
の
見
た
正
月
二
日
﹂
(佛
教
大
学

宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
﹃
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
紀
要

5
﹄︑
二
〇
〇
九
)
五
九
～
六
九
頁
︒

(55
)
食
事
を
御
忌
講
に
提
供
し
た
記
録
は
︑
他
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

〈明
和
四
年
一
月
二
十
五
日
﹀

一

信
州
川
中
嶋
法
蔵
寺
講
銀
弐
両
︑
同
飯
山
戸
狩
山
光
明
寺
講
金
百
疋
︑

同
綿
打
正
福
寺
講
銀
弐
両
︑
右
三
箇
寺
講
中
︑
於
大
庫
裏
御
斎
被
下
之
︑

畢
而
各
々
ニ
御
十
念
頂
戴
︑

(56
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
二
十
九
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一

四
)
一
三
頁
︒

(57
)﹃
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
篇
三
十
﹄
(総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
︑
二
〇
一
五
)

一
三
頁
︒

知
恩
院
に
お
け
る
御
忌
団
体
参
拝
の
淵
源

(横
田
友
教
)

一
六



〔

付
記
︺

今
回
の
研
究
で
御
忌
講
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
︒
現
在
は
そ
の
実
態
を
裏

付
け
る
︑
各
寺
院
側
の
史
料
を
捜
索
中
で
す
︒
皆
様
の
ご
教
示
を
頂
け
ま
し
た
ら
幸
い

で
す
︒
ま
た
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
︑
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
総
本
山

知
恩
院
史
料
編
纂
所
の
皆
様
︑
並
び
に
関
係
御
寺
院
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
︒
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

(
よ
こ
た

と
も
の
り

文
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
)

(指
導
教
員
：
松
永

知
海

教
授
)

二
〇
一
八
年
九
月
二
十
八
日
受
理

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号
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〇
一
九
年
三
月
)

一
七


